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日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四
)

品

二壬二
>j-

貞

男

O 

す
で
に
の
〈
た
よ
う
に
、
明
治
一
八
年
九
月
二
九
日
に
共
同
・
三
菱
丙
社
が
合
併
し
て
日
本
郵
船
会
社
が
新
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
際

「
政
府
」
は
「
英
米
独
等
一
一
於
ケ
ル
汽
船
会
社
ノ
成
規
フ
参
酌
V

〔
更
に
〕

制」

三
菱
共
同
両
会
社
ノ
定
則
ヲ
モ
取
橋
一
こ
て

「
条
例
ヲ
編

(
「
中
外
物
価
新
報
」
明
治
一
八
年
九
月
一
七
日
号
)
し
、
そ
白
中
に
こ
れ
ま
で
共
同
運
輸
会
社
の
場
合
に
は
欠
け
て
い
た
減
価
償
却
制

民
を
取
入
れ
た
。
十
左
わ
ち
、
明
治
一
八
年
九
月
二
五
ヨ
付
の
創
立
委
員
か

b
p
「
創
立
願
書
一
に
付
さ
れ
て
い
た
「
日
本
郵
船
会
社

創
立
規
約
」
第
六
条
の
「
日
本
郵
船
会
社
ハ
総
収
入
金
ノ
内
ヨ
リ
通
常
海
陸
ノ
経
費
ヲ
仕
払
成
規
ノ
積
立
金
等
ヲ
為
シ
タ
ル
上
自
余
ノ

純
益
金
ヲ
以
テ
年
々
負
債
元
利
償
還
ノ
額
ヲ
仕
払
然
ル
後
利
益
金
ヲ
株
主
一
一
配
当
λ

ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
勺
つ
規
定
に
た
い
し
、
政
府
は

同
年
九
月
二
九
日
に
下
付
し
た
「
命
令
圭
己
第
二
十
八
条
で
、
共
同
運
輸
会
社
の
場
合
に
す
で
に
設
け
ら
れ
亡
い
た
保
険
積
立
金
、
大

修
繕
積
立
金
一
ω
外
に
、
つ
ぎ
に
か
か
げ
た
上
う
に
「
減
価
引
除
金
」
と
い
う
名
称
で
船
舶
の
減
価
償
却
を
は
じ
め
て
強
制
し
に
。

第
二
十
八
条

其
会
社
ハ
収
入
金
ノ
内
ヨ
リ
通
常
海
陸
ノ
経
費
弁
一
一
左
一
記
ノ
金
額
及
ヒ
毎
年
負
債
元
利
償
還
ノ
額
ヲ
引
去
り
自
余
ノ
純
誌
金
ヲ
以
テ

各
株
土
ニ
配
当
ス
へ
シ
但
負
債
一
克
利
ヲ
償
還
シ
了
ル
迄
配
当
金
ハ
八
歩
ヲ
以
テ
限
り
卜
ナ
ス
ヘ
シ

円
本
海
巡
業
に
お
付
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四
)
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日
本
海
運
業
に
お
け
る
蹴
仙
償
却
の
生
成
過
程
?
て
の
凹
)

第
九
C
巻

i¥ 
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第
一
一
号
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第

保
険
枕
立
金

船
舶
保
険
咋
備
ト
シ
テ
一
ヶ
年
一
一
付
各
船
総
代
価
ノ
百
分
ノ
七
ヲ
樹
立
〈

γ

~1 

大
修
結
砧
立
金

当
分
ノ
内
船
舶
大
修
繕
及
ヒ
新
船
購
入
ノ
準
備
ト
シ
テ
一
ー
ゲ
年
一
一
肘
各
船
総
代
仙
ノ
白
分
ノ
十
ヲ
樹
立
へ
シ

減
価
引
除
金

第

船
何
年
ヲ
逐
テ
逓
減
ス
ル
カ
故
一
二
ヶ
年
ニ
利
各
船
総
代
価
ノ
百
分
ノ
五
ヲ
引
除
ス
ヘ
シ

(
明
治
二
心
年
一
一
月
七
日
に
第
二
卜
八
条
拍
一
一
一
一
引
の
次
へ
左
心
一
引
が
追
加
さ
れ
た
に
)

持
会
社
ノ
収
λ
金
少
ナ
キ
カ
為
メ
以
」
ノ
剖
合
一
一
従
ヒ
積
立
金
ヲ
為
シ
得
サ
ル
場
合
一
一
於
ア
ハ
居
市
海
陸
ノ
経
費
及
ヒ
負
債
引
f
ヲ
引
去
り
共
残

額
ヲ
以
テ
各
項
一
一
割
合
積
立
ツ
ヘ
シ

「
命
令
書
」
下
什
と
同
時
に
す
な
わ
ち
明
治
一
八
年
九
月
二
九
日
に
、
そ
れ
「
一
一
送
ヒ
創
立
委
員
一
一
於
テ
協
議
決
定
」
し
、
同
年
一

一
月
七
日
付
を
も
っ
て
農
商
務
卿
白
認
可
を
え
た
「

H
本
郵
船
会
社
定
款
」
の
第
四
十
九
条
は
、
減
価
償
却
を
強
制
し
た
命
令
書
第
二

十
八
条
を
、
そ
心
中
の
「
共
会
社
」
と
い
う
副
主
「
当
会
社
」
に
変
更
し
た
以
外
は
、
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ

t

そ
れ
に
し
た
が
い
明
治

一
九
年
九
月
一
二

O
同
の
第
一
期
決
算
(
」
心
当
時
は
一
年
決
算
で
あ
っ
た
〕
か
ら
船
舶
の
減
価
償
却
を
は
じ
め
に
。

つ
ぎ
に
参
考
資
糾
と
し
℃
「
日
本
郵
船
会
社
第
し
官
回
報
告
」

る
「
当
期
治
勘
定
」
を
か
か
げ

τお
こ
う
。

〔
叫
治
一
一
心
年
一
二
月
)

む
「
弟
五
央

会
計
」
の
部
に
報
告
さ
れ

τ
い

明
治
十
九
年
九
月
三
十
日
日
本
郵
船
会
社
損
益
肋
定
表

支
出
之
部

金

t~ 



応

出

生司
本

社

各
支
出

内甘い栄公
荷
物
資

船
客
費

向十

投
給
料
及
水
先
料

石

νく

市
川
品

君L

金

;$ffi 

主記

船
客
及
船
員
賄
料

修
緋
山
以

交
換
差
金

負
債
利
子

差
引
益
金

減
価
引
除
金

白
木
梅
迎
撃
に
む
刊
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過
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日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
仙
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四
)

保
険
積
立
金

大
修
繕
積
立
金

配
当
金
(
年
八
朱
ノ
制
)

人
1こ1

収
入
之
部

運

賃
イMf

物

船
山
荘

岱
肌
叩
料

僻
干
舶
利
益

利
息
収
支
詐
z
引
政

雑
収
入

政
府
補
給
金

八

円

計明
治
十
九
年
九
月
三
十
日
日
本
郵
船
企
社
資
産
負
債
勘
定
表

資
産
ノ
部
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代
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豆
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、
c
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九
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七
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一
、
五
九
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、
五
四
五
・
三
九
五
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E
四
六
、
六
五
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・
一

九

金
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山
九

O
、
五

O
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・
一
七

じ
三
、
九

O
回
目
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九
五

二
、
九
八
一
・
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一
匹
、
七
八
三
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七
五
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七
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川
川
継
汽
船
汝
帆
船
々
価
六
十
九
般
代

一
菱
会
社
ヨ
リ
引
継
高
ノ
内
農
商
務
卿
ノ
御
達
ニ
ヨ
リ
減
額

当
期
売
却
船
五
鰻
及
破
船
一
般
代

差
引
残
当
期
末
日
現
在
六
十
二
般
総
屯
数

六
六
、
七
一
五
、
三
八

当
期
減
価
引
除
金

小
士
山
「
汽
倉
時
船
及
府
下
陥
代
価

引
継
代
価
一
一
二
円
給
七
般
代

当
期
僻
下
向
川
新
造
一
一
腿
代

八
口当

期
売
却
船
四
十
二
股
代

差
引
政

二
百

b
f
u般
代

当
期
減
何
引
除
金

地
所
家
民
代
側

鉄
工
所
資
本
金

公
債
証
書

貸
金
勘
定

貯
蓄
品
勘
定

各
支
山
勘
定

日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
り
阿
) 八
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四
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四
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九
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0
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九
九
二
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0
0、
b
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・
九
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J
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七
豆
、

O
三
王
国
四
九

五
一
五
、
九
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・
一
同

ハ
四
六

五
一
六
、
五
八
二
千
五

八、

O
八
四
-
二
五

O
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、
四
九
八
E
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五
人
・
八
七
五

一
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O
、
0
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0
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九
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0
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0

八
五
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八
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八
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円
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日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
凶
)
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九
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勘
定
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決
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金
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円
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i
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政
的
柏
給
企

人
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負
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明
江

負
位
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定

負
債
一
克
金

-、

C
六
九
、

0
0
0
0
0
0

日
初
イ
仕
払
未
消
分

七
四
、
八
三

0
・
0
0
0

保
険
積
立
金

大
修
繕
積
立
金

身
T

立
以
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佃
町
山
勘
定

当
川
配
当
金
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八
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O
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四
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い
ま
考
淡
の
筒
聞
を
固
定
資
陵
会
計
の
面
に
か
ぎ
っ
て
も
、
右
に
か
か
げ
た
第
一
期
決
算
譜
去
に
は
特
徴
的
な
事
実
が
二
一
つ
表
札
さ

れ

τ
い
る
。

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は

「
資
産
負
債
勘
定
表
」
(
貸
借
対
日
州
蜜
)
の
「
資
産
ノ
部
」
に
治
い
て
「
船
舶
代
価
」
か
ら
「
当
期
減
価
引
除

金
」
が
直
接
控
除
さ
れ
る
前
に
、

「
当
期
売
却
船
」
の
代
価
が
差
引
か
れ
、
ま
た
コ
ニ
変
会
社
ヨ
リ
引
継
市
ノ
内
」
九
七
万
八
、
二
五

。
円
が
「
農
商
務
卿
ノ
御
達
-
一
ヨ
リ
減
額
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
主
う
。
己
の
場
合
、
前
の
処
埋
は
、
日
本
郵
船
会
社
が
別
立

同

η

の
際
に
一
二
支
・
共
同
の
両
会
社
か

b
引
絞
い
だ
船
舶
に
は
「
老
朽
又
は
構
造
適
当
な
b
ざ
る
も
の
頗
る
多
」
か
っ
た
た
め
に
「
前
途
使

用
白
見
込
な
空
も
の
を
売
却
整
理
し
た
」
己
と
を
あ
ら
わ
し
、
ま
た
後
の
処
埋
は
、
三
菱
会
社
か
b
白
引
税
船
を
過
大
に
評
価
し
す
ぎ

て
い
た
の
で
、
政
府
の
指
令
に
し
た
が
い
「
岩
崎
弥
之
幼
氏
献
金
主
以
て
三
支
会
社
よ
り
の
引
継
船
舶
他
言
語
占
げ
た
こ
と
を
あ

ら
わ
し
い
る
。

「
損
益
勘
定
表
」
〈
損
徒
計
算
書
兼
利
益
処
分
計
調
書
)
の
「
支
出
ノ
郎
」
に
沿
い
て
、
命
令
書
お
よ
び
そ
れ
に
し
た
が
い
作

成
さ
れ
た
定
款
で
は
保
険
積
立
金
一
と
大
修
繕
積
立
金
の
あ
と
に
治
か
れ
て
い
た
「
第
三

つ
ぎ
に
、

減
価
引
除
金
」
が

一
信
円
民
武
換
え

b
れ

て
、
ま
っ
さ
き
に
「
益
金
」
か
ら
「
差
引
」
か
れ
て
い
る
理
由
を
た
ず
ね
て
み
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
表
示
場
所
の
変
更
は
減
価
償
却
の

費
用
性
が
不
明
確
で
あ
る
に
せ
よ
認
識
さ
れ
、
そ
こ
に
他
白
積
立
金
と
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
た
結
果
の
会
計
的
反
映
に
ほ
か
な
b
な

い
が
、
己
白
点
を
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
明
治
二

O
年
一
二
月
一
立
目
白
臨
時
株
主
総
会
に
治
い
て
「
命
令
書
追
加
〔
す
で
に
の
ベ
た
明

治一
1
U
年
一
一
月
七
日
付
心
逓
信
大
臣
よ
り
の
達
に
よ
る
命
令
書
第
二
十
八
条
第
四
項
。
追
加
〕
ノ
旨
趣
一
一
依
レ
ハ
収
入
少
ナ
キ
時
ハ
有
ル
丈
ケ

ヲ
積
ム
ユ
止
リ
欠
額
補
填
ノ
道
モ
之
レ
ナ
ク
又
過
当
ナ
ル
二
割
二
分
ノ
歩
合
依
然
ト
ジ
ア
存
λ

ル
カ
故
ニ
収
入
多
キ
時
ト
雄
モ
常
-
一
不

足
ヲ
感
γ
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
足
一
フ
サ
レ
ハ
足
ヲ
サ
ル
僅
余
V

ハ
余
ル
僅
ト
一
五
フ
カ
如
キ
事
実
一
一
陥
リ
殆

γ
ト
緩
厳
其
度
ヲ
制
セ
サ
ル
ト
一

日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
り
凹
)
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第
九
C
省

一

九

二

第

三

ガ

四

六

般
ノ
観
ブ
実
際
ニ
早
丁

γ
副
業
ノ
其
礎
之
レ
カ
為
メ
ニ
確
オ
ス
ル
ヲ
得
ス
殊
ニ
第
一
二
唄
減
価
引
除
金
↑
一
五
リ
テ
ハ
他
ノ
積
金
ト
其
性
質
ヲ

具
一
一
一
三
ノ
全
ク
実
賛
同
様
減
ス
ル
コ

T

ブ
得
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
一
一
有
リ
丈
ケ
ノ
残
金
ブ
各
項
一
一
割
合
積
古
ル
ト
キ
ハ
百
分
ノ
五
一
一
達
也
サ

ル
コ
ト
ア
リ
テ
船
側
一
定
ノ
逓
減
法
ヲ
行
フ
コ
ト
能
ハ
ス
従
テ
翌
年
度
ヨ
リ
積
余
標
準
ノ
定
率
ヲ
失
プ
一
一
至
ル
へ
ン
是
フ
以
テ
新
案
ノ

帥

如
ク
之
ブ
改
ム
ル
ノ
必
要
ア
ル
ニ
由
ル
」
(
傍
点
両
省
)
と
い
う
理
由
で
、

H
本
加
速
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
世
(
そ
の
四
〕

「
減
価
引
除
金
は
従
来
の
通
り
百
分
の
五
と
為
せ
し
も
、

但
書
を
改
正
し

τ、
収
入
金
少
な
き
為
め
以
上
白
割
合
に
従
ひ
積
立
金
主
為
し
得
ざ
る
場
合
は
、
通
常
海
肢
の
経
費
・
役
員
賞
与
-
負

債
利
子
等
必
要
欠
く
ペ
か
ら
ざ
る
支
出
及
び
減
価
引
除
金
を
控
除
し
、
北
(
残
額
を
保
険
及
び
大
修
繕
の
阿
積
立
金
に
割
合
結
立
世
さ
、

北
〈
欠
飢
は
型
年
度
以
後
に
於
て
之
を
補
填
す
る
己
と
と
な
り
、
之
に
準
拠
し
て
定
款
改
正
を
行
」
い
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
で
第
一
期
決

算
を
洲
及
し
て
台
こ
な
っ
た
か

b
で
あ
る
。

(
明
治
二

O
年
二
一
月
に
第
一
期
決
算
の
公
表
が
な
さ
れ
た
わ
け
も
、
こ
こ
に
あ
る
。
)

い
い
お
く
れ
た
が
、

お
の
定
款
改
正
(
明
治
二
口
年
一
二
月
一
一
七
日
臨
時
株
主
総
会
)
に
お
い
て
は
、
「
内
外
同
業
者
多
年
の
経
験
と
当
社

の
史
験
に
徴
し
て
、
保
険
及
び
大
修
繕
の
内
積
立
金
は
必
要
以
上
に
過
大
に
し

τ、
却
て
社
業
心
活
動
を
妨
ぐ
る
の
結
州
市
と
な
り
営
業

の
実
情
に
川
は
ざ
る
も
の
あ
る
を
以
て
、
命
令
書
中
の
三
稲
積
立
余
が
総
船
価
の
三
割
二
分
に
相
当
す
る
を
〔
つ
ぎ
に
か
か
げ
に
よ
う
に
〕

之
を
積
立
つ
一
る
目
途
を
以
て
・
.

一
割
三
分
程
度
に
低
下
し
、
毎
年
積
立
ヲ
ョ
へ
き
金
額
を
凡
そ
九
拾
万
円
と
定
め
、
仮
令
船
価
に
減
少
あ
わ

J

と
も
狛
ほ
九
姶
万
円
は
必
ず

従
来
の
船
舶
保
険
松
立
金
の
割
合
を
百
分
の
五
に
・
大
修
繕
積
立
金
を
百
分
の
三
に
引
下
げ
」
九
。

都
内
十
九
条

当
会
社
ハ
毎
年
九
月
三
l
日
限
り
其
損
前
プ
計
算
シ
収
入
念
ノ
内
ヨ

y通
常
海
陸
ノ
経
費
役
員
賞
与
並
ニ
左
記
ノ
企
翻
及
ヒ
叫
年
れ

位
一
克
利
償
還
ノ
額
ヲ
引
去
リ
自
余
ノ
純
益
金
一
一
政
府
補
給
金
制
ヲ
併
セ
各
株
主
ニ
配
当
ス
ヘ
シ
但
株
主
配
当
金
ハ
丸
債
元
利
ヲ
償
還
シ
了
ル
迄
年
八
歩

ヲ
以
テ
限
リ
ト
ジ
役
員
賞
与
ハ
毎
年
収
入
金
ノ
内
ヨ
リ
通
常
海
陸
ノ
経
費
ヲ
引
去
り
タ
ル
浅
甑
即
チ
常
業
益
金
二
十
分
ノ
一
以
上
十
分
ノ
一
以
下
ヲ
以

テ
定
以
ト
為
凡
へ
シ



保
険
樹
立
金

汽
船
帆
船
ト
モ
船
体
保
険
準
備
?
シ
一
ア
一
筒
年
一
一
付
各
崎
総
代
価
ノ
百
分
ノ
五
ヲ
旋
立
ヘ
シ

u手第

大
修
結
杭
立
金

当
分
船
州
大
修
佐
世
及
ヒ
新
mm増
加
ノ
準
備
ト
シ
テ
一
筒
年
ニ
付
各
船
総
代
何
ノ
百
分
ノ
一
一
一
ヲ
税
立
へ
シ

~; 

明
仙
引
除
金

船
価
年
ヲ
逐
テ
逓
減
ス
ル
刀
故
↑
二
泊
年
ニ
利
各
船
総
代
価
ノ
百
分
ノ
五
ヲ
引
除
ク
ヘ
シ

船
価
ノ
減
少
一
一
依
リ
却
一
一
唄
乃
手
第
一
一
一
頃
ノ
企
貝
ヲ
通
計
ジ
テ
年
額
九
台
万
円
ニ
達
セ
ザ
ル
時
ρ

臨
時
第
二
項
ノ
歩
令
ヲ
増
加
シ
一
一
フ
此
年
額
三
充
タ

シ
ム
ヘ
ジ

収
入
傘
少
ナ
キ
カ
為
メ
以
上
ノ
割
合
ニ
従
ヒ
積
立
金
ヲ
為
シ
得
サ
ル
場
合
-
一
於
テ
ハ
通
常
海
陸
ノ
経
世
役
員
賞
ト
ソ
負
債
利
子
羊
其
年
度
一
一
於
一
ア
必
要

欠
ク
へ
カ
コ
ノ
サ
ル
支
出
比
ヒ
第
三
項
減
価
引
除
金
ヲ
引
去
リ
其
残
額
ヲ
以
テ
第
一
項
第
二
項
一
一
割
合
新
立
医
キ
北
側
額
ハ
現
年
度
以
後
日
一
於
テ
之
ヲ

仙
川

柿
棋
ス
へ
シ

右
に
か
か
げ
た
閉
治
一

O
年
一
一
月
一
五
日
改
正
の
定
款
に
し
た
が
っ
て
糊
及
し
て
治
こ
な
わ
れ
た
第
一
期
決
算
で
は
、
す
で
に
考

察
し
た
よ
う
に
、
減
価
引
除
余
と
し
て
船
価
百
分
臼
五
(
凹

0
0、
四
一
ハ

O
円
三
六
銭
二
国
〕
が
計
上
さ
れ
て
い
た
が
、
保
険
松
立
金
お
よ

び
大
修
繕
積
立
金
は
船
価
百
分
心
五
(
一
一
八
六
、
三
二
円
一
四
銭
九
厘
)
一
自
分
の
一
二
〈
二
二
王
、
ひ
二
一
円
一
二
ハ
鉱
九
町
)
一
杯
が
計
上
さ

れ
す
、
り
て
れ
ぞ
れ
一
八
八
、
包
五
八
円

O
O三
厘
、
一

O
六
、
四
八
九
円
三
八
銭
二
即
D
積
此
不
足
と
な
フ
亡
い
た
。
モ
し
亡
、
こ
れ

五 b
犀「
は不
二と 瓦1
白金
後」
tこ(

竺九
:亡"E

「ー

補四
填:ド
」円

吉三二
11. ~ー
たω五
円腫
河)

孟雪
量王
〕

。 一一
i¥ 
九

一
一
一
九
円
は
第
二
期
に
お
い
て
、
残
り
の
六

一
七
円
九
五
銭

こ
の
よ
う
な
「
積
立
不
足
」
と
「
不
足
補
光
」
は
モ
の
後
の
決
情
期
に

お
い
て
も
(
た
と
支
ば
、
部
七
期
と
詩
人
期

l
m一
ニ
去
参
照
)
経
験
さ
れ
た
が
、

減
価
引
除
金
は
館
一
期
以
降
常
に
保
険
秘

lv
金
・
大
修
絡

円
本
晦
述
業
に
お
け
る
減
側
航
却
の
件
成
過
涯
(
そ
の
凹
)

約
九
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日
本
拠
巡
業
に
お
け
る
減
何
侃
却
町
生
成
過
粍
ハ
そ
の
四
)

第 三表 日本郵船会社の積立不足補充状況
i 一一一一一一一一! 一一一一τ可一 一一

減イ日l 引除金 376，152.714 (5/100) 

保険積立金 356，283.677 (5/100) 

大修繕積立金 210，659.537 (3/100) 
第 1期保険回大修結積立不 289，129.430 

t ~ r補唄」金
| 計 1，232，225.358

l 円F7金 町市
|保険杭立金 357，515.347 

|大修繕積立金 210，352.983 
第 8期 i

i 第 7期保険olIl立不足補光金 100，4G1.04G 

第 7期大修繕積立不足補充金 60，270.628 

」 一 一，1' 一一一一一三竺8.865
第 2期は， ~法規分煩大全第一制』運輸門 10， pp. 129-l30. 高8瑚は，
f中外商業新報 l 明治26年12月 2 日(~渋沢栄 伝記資料』第8巻， p. 173.) 
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積
立
金
に
優
先
し
て
(
第
一
六
期
後
半
年
度

l
明
治
三
四
年
九
月
以
降
半
期
ご
と
に
製
造
船
側
百
分
の
二
と
変
更
さ
れ
る
ま
で
)
船
価
百
分
の
五
相

当
額
の
計
上
が
続
い
伸
。

こ
れ
を
現
代
流
に
い
い
か
え
る
と
、

日
本
郵
船
(
株
式
)
会
社
で
は
第
一
期
か
ら
一
船
舶
の
平
均
耐
用
年
数
軒

一一

O
年
(
第
一
六
期
後
半
年
陵
か
ら
二
五
年
)
、
残
伺
を
ゼ
ロ
止
し
て
、
定
額
法
に
上
る
総
合
償
却
が
実
施
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
奇

U

ム
A
J

。

川
W

「
海
運
史
料
」
下
巻
、
明
治
一
九
年
、
六
一
九

l
六
ニ

O
E。

ω
前
掲
書
、
附
鋸
、
一
一
三
一
頁
。

川

W

油
掲
書
、
附
録
、
回
凹
四
万
頁

G

ω
「
法
規
分
期
大
企
第
一
銅
』
運
輸
門
十
、
明
治
二
四
作
、
一
一
八
頁
。

命
令
書
第
二
十
八
条
に
第
四
項
が
追
加
さ
れ
た
理
由
は
つ
ぎ
り
と
お
り
で
あ
勺
た
。

「
日
本
郵
船
会
社
現
行
命
令
書
一
一
従
へ
ハ
政
府
ハ
該
社
一
一
対
シ
損
益
上
無
限
ノ
責
任
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
其
解
釈
ヲ
誤
ル
そ
ノ
ナ
シ
ト
ヒ
ス
其

言
三
百
ク
命
令
書
第
七
条
一
一
依
リ
其
収
入
金
八
事
ノ
配
当
ヲ
ナ
ス
エ
是
ヲ
リ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
補
給

4

ハ
ル
ノ
責
ニ
当
ル
ヘ
キ
ハ
句
論
其
第
二
寸
八
条
各

種
積
立
金
合
計
二
割
二
分
ニ
連
セ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
亦
政
府
之
ヲ
補
給
ス
ル
毛
ノ
ト
ナ
セ
リ
若
シ
果
ジ
テ
彼
ノ
云
フ
如
グ
ナ
ラ
ン
ユ
ハ
第
海
陸

ノ
経
費
第
二
各
種
積
立
金
第
三
負
憤
一
五
利
第
四
株
主
配
当
金
等
其
序
ヲ
追
7
糊
J

総
テ
其
不
足
ヲ
帯
給
ス
ル
カ
如
キ
無
限
ノ
責
怪
ヲ
有
ス
ル
ノ
地
位

一
一
立
ク
モ
ノ
ト
一
立
プ
ヘ
シ
然
リ
ト
離
そ
政
府
ハ
決
シ
テ
斯
ノ
如
キ
有
〔
無
?
〕
限
責
任
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
十
ル
ナ
リ
政
府
ハ
此
負
債
額
以

上
F

一
位
λ

ル
積
立
令
井
ニ
通
常
経
喪
一
一
対
シ
テ
二
量
rf

楠
給
ノ
責
任
ヲ
有
セ
サ
ル
ハ
旧
共
同
三
菱
両
社
ト
政
府
ノ
周
一
授
受
ジ
タ
ル
去
士
及
ヒ
該
社

ヨ
リ
発
シ
タ
ル
負
憤
芽
-
一
徴
ス
ル
モ
甚
タ
明
瞭
ナ
リ
」
(
前
損
害
、
一
一
九
頁
)

同
円
『
海
運
史
料
』
下
巻
、
附
録
、
六
一
頁
。

ω
『
渋
川
栄
一
伝
記
資
料
』
第
八
巻
、
昭
和
一
一
二
年
、
一
因
。
ー
一
四
二
頁
。

の
『
日
み
郵
船
株
式
会
社
五
十
年
史
』
昭
和
一

O
年
、
八
九
頁
。

仙
判
前
掲
品
、
九

O
E。
仙

間

前

掲

書

、

五

七

九

買

。

同
『
法
規
分
類
大
全
第
一
編
L

運
輸
門
十
、
一
二
九
頁
。

日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四
V

第
九

O
巻

九
五

第
三
号

四
九



日
本
海
連
業
に
お
け
る
減
柿
償
却
の
生
此
過
程
(
司
令
の
四
)

臨
九
O
巻

一
九
六

第
三
号

li 
仁J

(1請。1)

『
日
木
郵
船
株
式
会
社
五
十
年
史
』
九
六
頁
。

前
掲
昔
、
九
五
九
六
頁
。

明
治
一
口
年
二
一
月
一
五
日
の
臨
時
株
主
総
会
(
に
さ
き
だ
ち
同
月
五
日
に
ま
え
も
っ
て
逓
信
大
臣
に
通
告
し
た
と
こ
ろ
)
の
「
第
一
号
議
案
」

「
各
閉
山
積
立
企
等
ノ
儀
一
一
付
請
願
ノ
件
」
で
、
積
立
割
合
の
引
下
げ
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
説
明
」
し
て
い
た
。

《ぜ
l
l

山
花

t
v

「
木
引
乳
行
ノ
保
険
積
立
金
ハ
胎
削
百
分
ノ
七
ヲ
以
テ
其
制
ト
ナ
セ
リ
之
ヲ
他
ノ
実
例
一
一
般
λ

ル
一
一
彼
阿
会
社
ギ
ウ
ナ

i
ド
会
社
太
平
洋
汽
船

会
社
等
外
国
同
業
者
カ
多
年
ノ
経
験
一
一
依
リ
証
明
λ

ル
所
一
一
依
レ
ハ
危
険
ノ
割
合
円
最
近
十
箇
年
間
ヲ
平
均
シ
テ
多
キ
壬
船
佃
百
分
ノ
二
少
ナ
キ
ハ

百
分
ノ
五
圧
削
チ
千
分
ノ
五
ヨ
リ
趨
ユ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
一
吉
ヘ
リ
又
本
那
ニ
於
テ
ハ
一
一
一
菱
会
社
ノ
実
験
ニ
依
ル
エ
明
治
九
年
R

リ
同
十
八
年
マ
テ
」
l

ケ

作
間
三
汽
船
ノ
破
損
セ
ル
モ
ノ
八
腿
此
代
価
八
十
二
万
九
千
円
帆
船
ノ
破
損
セ
ル
モ
ノ
凹
腿
此
代
価
十
一
一
万
円
通
計
九
十
五
万
九
千
円
ユ
シ
テ
之
ヲ

十
倍
年
ニ
平
均
ス
レ
ρ

一
箇
年
九
万
五
千
九
百
円
ノ
損
火
エ
当
ル

JL
ヲ
総
船
価
四
百
五
十
一
万

C
O一一4

十
四
円
七
十
三
銭
凹
厘
一
一
対
ス
レ
ハ
危
険
ノ

叫
合
ハ
総
如
何
百
介
ノ
一
分
一
月
余
ト
ナ
ル
品
三
由
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
保
険
杭
立
金
ハ
総
帥
価
自
分
ノ
ニ
コ
分
ヲ
以
テ
止
レ
リ
ト
ス
尚
ホ
紋
附
会
社
太

平
汗
汽
船
人
首
相
ノ
如
キ
欧
米
ノ
大
汽
如
社
ニ
シ
テ
仙
一
一
信
用
ヲ
有
シ
除
険
割
合
ノ
廉
価
ナ
ル
幾
多
ノ
保
険
金
社
ア
ル
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ス
海
上
ノ
危
険
ハ

該
社
門
身
一
一
之
ヲ
担
侭
ジ
テ
決
シ
テ
他
ノ
保
険
会
社
へ
依
托
セ
サ
ル
ヲ
以
プ
ス
仁
川
モ
其
損
失
割
合
ノ
多
カ
ヲ
+
ル
ヲ
視
ル
ー
足
ル
へ
シ
故
一
一
充
分
ノ

止
椅
ヲ
見
込
百
分
ノ
ユ
泊
ヲ
積
立
ル
}
キ
山
事
ロ
過
ク
ル
ア
ル
モ
決
シ
テ
及
ハ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ
是
則
チ
本
社
保
険
積
立
主
ノ
制
百
八
廿
ノ
七
ヲ
政
メ
テ
百

分
ノ
五
ト
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
要
ウ
ハ
ル
所
以
ナ
リ

本
社
現
行
ノ
大
惨
繕
樹
立
金
ハ
当
分
ノ
内
船
側
百
分
ノ
十
減
価
引
除
金
ハ
百
分
ノ
五
二
羽
ヲ
合

γ
百
分
ノ
十
五
ヲ
以
テ
其
制
ト
ヲ
セ
リ
韮
シ
其
当
帯

如
何
ヲ
探
究
也
ン
エ
ハ
先
ツ
十
五
筒
年
ノ
後
ニ
歪
リ
刑
立
ノ
}
キ
本
社
カ
所
有
シ
タ
ル
ト
同
一
ナ
ル
舶
師
ヲ
保
ツ
為
メ
ユ
〈
其
年
間
一
一
斑
何
ノ
修
繕

ヲ
加
へ
幾
何
ノ
新
舶
ヲ
購
入
ス

ν
ハ
以
テ
逐
年
逓
減
ス
ル
所
ノ
舶
価
ノ
刷
額
ヲ
補
槙
シ
得
ル
ヤ
ヲ
明
山
シ
之
ニ
船
舶
増
加
ス
ヘ
キ
資
金
ヲ
加
ヘ
テ
柑

県
ト
為
サ
ハ
則
チ
其
要
フ
伴
ヘ
シ
今
之
ヲ
査
察
ス
ル
一
一

本
社
創
業
ノ
時
況
在
船
価

本
社
創
立
ノ
時
現
在
ノ
相
舶
年
々
共
悩
ヲ
減

γ
一
ア
十
五
斗
ノ
後
一
一
至
リ
建
存
ス
ヘ
ギ
舶
川

l
五
箇
年
同
一
一
古
加
ヲ
売
却
シ
テ
収
入
ス
へ
キ
見
献
金

以
上
二
口
合
計
金

七
百
し
〕
十
二
万
六
千
二
百
十
二
円
九
十
七
銭
入
匝

コ
一
百
十
一
万
六
千
六
百
三
十
七
円
也

三
六
万
六
千
七
百
五
十
円
血

三
百
四
十
八
万
三
千
三
百
八
十
七
円
也



差

引

減

額

企

四

百

二

十

四

万

一

一

千

八

百

三

十

五

円

九

十

七

銭

八

鹿

l
五
箇
年
尚
一
一
要
三
ハ
ル
大
修
結
費
一
一
何
ホ
一
割
ノ
余
裕
ヲ
加
ヘ
タ
ル
金
額
百
八
十
七
万
七
千
七
百
円
也

以

上

二

日

合

計

金

六

百

十

一

一

万

O
五
百
三
十
五
円
九
十
七
銭
入
匝

是
ハ
十
五
箇
年
間
ニ
此
企
街
ヲ
積
立

ν
ハ
則
千
十
五
年
ノ
後
ニ
主
リ
大
一
一
船
舶
ヲ
改
良
山
ソ
テ
創
立
ノ
時
一
一
本
社
カ
所
有
シ
タ
山
一
船
側
ヲ
保
持
ス

ル
ヲ
灯
刊
ル
モ
ノ
ト
ス

此
計
算
ハ
約
出
向
一
一
調
査
ヲ
遂
ケ
充
分
ノ
舟
情
ヲ
見
込
タ
ル
モ
ノ
ナ

νρ
荒
ジ
確
実
ト
認
ム
ル
ヲ
得
へ
シ
則
チ
本
社
ハ
創
立
ノ
年
ヨ
リ
向
寸
五
箇
年
間

二
六
百
イ
二
万
心
五
白
三
五
刊
九
十
七
銭
八
匝
ヲ
積
立
レ
ハ
十
五
年
ノ
後
ニ
主
リ
木
社
カ
例
業
ノ
時
同
何
格
ノ
船
舶
ヲ
所
有
λ

ル
ハ
句
論
古
船

ハ
折
般
一
一
換
り
帆
船
ハ
汽
船
一
一
夜
シ
船
舶
ノ
品
質
一
二
大
改
良
ヲ
見
パ
へ
キ
ナ
リ
今
新
事
ヲ
以
テ
之
ニ
耐
用
シ
其
副
算
ヲ
案
ス
ル
一
一

新
提
ノ
歩
合
ユ
依
テ
計
算
ス
レ
ハ

新

案

靖

二

樹

立

金

船

価

百

仔

ノ

三

十

五

箇

年

分

累

引

金

二

百

三

十

八

万

三

千

計

百

四

十

四

円

三

十

銭

一

匝

I
五

箇

年

同

一

一

要

ス

ル

大

催

経

賀

百

八

十

七

』

七

T
七
百
円

差

引

超

過

ス

ル

金

閣

五

十

万

五

千

八

百

凶

十

凹

円

三

十

銭

二

厘

空

一

減

価

引

除

金

船

仙

白

分

ノ

五

十

五

戸

斗

問

累

計

金

凶

百

二

十

五

万

四

千

七

百

O
九
円
三
十
銭
九
町

イ

五

年

間

一

一

船

価

ノ

減

少

ス

ル

金

額

凶

百

一

十

四

万

二

千

八

百

三

十

五

円

九

十

七

銭

入

厘

差

引

超

過

ス

ル

金

制

一

万

千

八

白

七

十

一

-

一

円

三

十

一

ニ

銭

一

一

国

超

過

金

合

計

五

十

一

万

七

千

じ

百

十

七

円

六

十

三

銭

一

一

周

又
新
宗
ニ
依
レ
ハ
仮
令
船
価
減
少
ス
ル
コ
ト
ア
ル
そ
積
立
金
ハ
年
創
九
十
万
円
ヨ
リ
下
ラ
サ
ル
カ
故
ニ
之
ニ
依
テ
計
算
ス
レ
ハ

年
額
九
十
万
円
ト
シ
其
内
ヨ

U
第
一
保
険
杭
立
金
ヲ
引
去
り
全
グ
第
二
大
体
耕
積
立
金
及
九
百
五
十
一
万

O
九
百
六
十
六
円

O
一
銭
六
厘

第
三
減
価
引
除
金
一
一
当
ル
モ
ノ
十
五
箇
年
分
累
計
金

十

五

箇

年

間

二

世

ス

ル

減

価

抑

担

及

大

修

結

胤

出

合

計

金

六

百

十

一

一

H
4
0
五
百
コ
十
王
円
九
十
七
銭
八
匝

差

引

超

過

ス

ル

金

祖

三

百

三

十

九

万

C
凹
官
三
十
円
。
三
銭
入
毘

此
八
町
額
ハ
則
チ
折
船
増
加
事
業
拡
張
ノ
資
本
一
一
政
」
ル
モ
ノ
ナ
リ

新
宰
ニ
依
レ
ハ
前
配
計
算
ノ
如
ク
十
五
箇
年
同
エ
六
百
十
二
万
余
円
ノ
要
用
ニ
向
テ
九
百
五
十
一
万
余
円
ノ
積
立
金
ヲ
為
シ
船
舶
ノ
品
質
ニ
京
大
ノ

日
本
一
恥
運
菜
に
お
け
る
減
仰
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四

第
九

O
巻

;九
一七

第
三
号

五



日
本
権
遇
措
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四
)

第
九

O
巻

九
/¥ 

第

号

1i: 

改
良
ヲ
加
ヘ
テ
何
ホ
一
一
-
百
三
十
九
万
余
円
ノ
余
裕
ア
リ
以
ア
新
紬
増
加
事
業
拡
張
ノ
資
木
一
二
允
ツ
ル
ヲ
得
ヘ
ン
而
ぞ
尚
ホ
其
実
際
一
一
至
リ
テ
ハ
船
舶

増
加
ス
ル
モ
減
少
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
へ
シ
船
舶
増
加
ス
レ
ρ

積
金
従
テ
噌
加
γ
収
入
t
T

亦
之
一
一
作
プ
カ
故
品
其
割
ハ
同
一
ナ
リ

間
文
ノ
理
出
ニ
ジ
テ
第
二
積
立
金
船
価
百
分
ノ
十
ハ
頗
ル
過
当
ナ
ル
一
一
依
リ
之
ヲ
百
分
ノ
三
L
P
改
正
シ
別
ェ
諸
積
立
金
ハ
必
ラ
ス
午
簡
九
十
万
円
ヨ

リ
蹴
ス
へ
カ
ラ
サ
ル
制
限
ノ
一
明
ヲ
設
ケ
テ
以
テ
船
冊
減
少
ノ
万
一
ニ
備
へ
則
チ
新
案
ノ
如
ク
ス
ル
}
キ
ハ
何
ホ
余
裕
ア
ル
モ
決
シ
テ
不
足
ヲ
感
ス

ル
ノ
恐
レ
ナ
ジ
杭
企
其
度
一
一
適
シ
所
詞
過
キ
テ
及
ハ
サ
ル
ノ
困
難
ヲ
主
ル
ヘ
シ
」
(
前
掲
書
、
一
二
七

l
」
二
八
頁
)

M
W

前
掲
書
、
一
二
三
一
二
円
瓦
。

-
両
法
中
ム
五
剖
篇
が
明
治

J

一
十
六
年
じ
月
一
日
よ
り
実
施
と
な
る
や
、
二
十
六
年
卜
二
月
一
日
臨
時
株
主
総
会
を
開
催
し
て
定
款
の
根
本
的

改
正
案
か
決
議
し
た
り
、
〔
こ
の
〕
改
正
定
款
」
令
日
本
郵
船
株
式
会
社
五
十
年
史
L

一
O
四
頁
)
の
積
立
金
-
引
除
金
規
定
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
簡

約
さ
れ
た
。

第
間
J
l

一
一
条
会
社
ハ
船
舶
維
持
ノ
為
メ
年
事
業
年
度
収
益
ノ
内
ヨ
リ
左
ノ
金
額
ヲ
挫
坂
ス
ヘ
シ

第
一
船
舶
保
険
杭
立
金
総
船
価
百
分
ノ
五

第
二
船
船
大
幅
繕
積
立
金
総
船
価
百
分
ノ
一
一
一

第
一
一
拍
拙
誠
冊
引
除
金
総
船
価
百
丹
ノ
五
(
前
掲
書
、
一

O
九
頁
)

リ
法
規
分
類
大
全
措
一
嗣
』
運
輸
門
十
、
二
九
|
一
一
二

O
頁。

「
日
本
郵
船
株
式
会
社
五
十
年
史
』
五
七
八
頁
。

制 (11)明
治
包
年
に
大
阪
神
戸
間
の
鉄
道
が
開
通
し
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
同
地
聞
を
往
復
し
て
い
た
汽
船
は
い
さ
沿
い
他
の
航
路
へ
進
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
た
く
た
り
、
次
第
に
大
阪
を
基
点
と
す
る
瀬
戸
内
海
航
路
が
拡
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
明
治
一

O
年
に
西

南
戦
役
が
勃
発
す
る
や
、
丘
(
拍
部
と
な
っ
た
大
阪
を
中
心
に
関
西
海
運
市
場
は
異
常
な
活
況
に
み
ま
わ
れ
た
が
、
モ
の
反
面
瀬
戸
内
海



抗
日
岸
に
群
小
船
主
が
「
怜
モ
雨
後
ノ
萄
ノ
如
ク
族
出
」
し
、
船
腹
は
に
わ
か
に
過
剰
と
な
り
、
各
地
に
は
げ
し
い
運
賃
競
走
が
展
開
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
大
阪
府
は
二
度
に
わ
た
り
取
締
令
を
布
達
し
、
士
た
そ
れ
に
し
た
が
い
船
主
聞
に
運
賃
協
定
を
中
心
と
す
る
同
盟
規

約
が
結
ば
れ
た
が
、
モ
れ
だ
け
で
は
多
数
船
主
に
よ
る
競
走
を
お
さ
え
る
己
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
モ
白
結
果
、
明
治
一
五
年
三
月
頃

よ
り
、
完
全
た
る
企
業
人
両
阿
に
よ
り
一
大
汽
船
会
社
を
設
立
す
る
機
運
が
た
か
ま
り
、
明
治
一
五
年
二
一
月
一
一
一
一
一
日
に
住
友
家
信
哩
人

広
瀬
宰
平
が
中
心

ι左
担
、
大
阪
府
知
事
に
た
い
し
「
大
阪
商
船
会
社
」
の
設
立
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
同
月
二
五
日
に
認
可
が
お
り

て
た
だ
ち
に
開
始
さ
れ
た
創
立
事
務
は
、
当
初
「
汽
船
の
実
価
評
定
」
特
に
役
員
選
出
に
つ
い
て
各
船
主
の
苦
情
が
百
出
し
た
た
め
、

一
時
頓
挫
し
た
が
、
モ
白
後
役
員
問
題
に
つ
い
て
位
船
主
側
の
要
求
が
受
入
れ

b
れ、

「
汽
船
評
価
」
に
あ
た
っ
て
は
「
務
め
船
主
側

に
於

τ大
体
異
議
な
さ
程
度
の
一
市
価
額
及
び
住
友
家
切
所
有
船
舶
に
限
り
特
に
低
廉
に
評
価
せ
し
め
た
る
内
出
書
士
検
査
官
に
交
付
し
、

叫

H~

以
て
検
査
の
遅
滞
な
〈
完
了
す
る
こ
と
を
凶
」
り
、
明
治
一
七
年
五
月
一
日
(
日
本
郵
船
全
社
の
設
立
よ
り
約
一
年
半
前
)
に
ょ
う
平
〈
五

五
船
主
(
現
物
山
資
さ
れ
た
船
舶
合
計
九
三
室
、
評
価
額
計
九
八
万
七
、
七
O
六
円
六
心
鉱
、
た
だ
し
各
評
価
額
が
株
あ
り
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

場
合
に
は
、
通
貨
を
も
っ
て
一
株
に
補
充
さ
せ
た
た
め
、
そ
の
相
充
額
計
一
、
六
凹
三
円
四
O
料
品
工

r
さ
ら
に
創
立
山
労
者
に
贈
ム
叫
さ
れ
た
二

0
0株
も
合

包一

三
五
O
円
と
な
紅
〕
を
糾
合
し
、
さ
ら
に
「
通
貨
株
」
を
募
集
し
て
、
公
称
資
本
金
一

め
ら
れ
て
、

「
汽
船
株
」

一
九
、
九
八
七
株
九
九
九
、

二
O
万
円
心
大
阪
山
内
船
会
担
が
創
立
さ
れ
、
同
日
開
業
し
た

こ
の
問
、
創
立
委
員
が
作
威
し
た
定
款
草
案
は
明
治
一
六
年
四
月
一
六
日
よ
り
一
九
H
に
わ
た
る
発
起
人
総
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、

原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
(
そ
し
て
、
同
年
一
一
一
月
五
日
大
阪
府
へ
提
出
し
、
同
月
八
円
付
で
認
可
を
う
け
た
)
が
、
そ
む
後
に
生
じ
た
諸
種

ω
事

情
に
よ
り
開
業
前
は
や
く
も
一
疋
款
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
、
明
治
一
七
年
凶
月
一
四
ほ
か
b
一
八
日
に
か
け
て
の
臨
時
株
主
総
会
に

沿
い
て
定
款
が
改
正
さ
れ
た
(
そ
し
て
、
同
年
四
月
二
五
日
に
大
阪
府
へ
出
闘
し
、
同
月
二
九
日
そ
の
一
認
可
を
え
た
)
。
己
の
改
正
で
は
、
「
第
十

日
木
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
り
生
成
過
程
(
そ
の
凹
〕

舘
九
(
ハ
)
巻

九
九

第
三
号

ミ円
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号

主主

1"1 

当
会
社
毎
季
パ
一
月
ヨ
リ
六
月
迄
ヲ
第
一
手
ト
シ
じ
月
ヨ
リ
十
一
月
起
ヲ
第
二
季
ト
ス
尤
同
議
期
日
ノ
部
合
ニ
依
リ
六
ヶ
月
未
満
ノ

端
数
ヲ
生
ス
ル
時
ハ
後
期
一
一
線
込
ム
コ
ト
ア
ル
、
シ

l
第
五
十
七
条
〕
積
立
令
及
ヒ
利
益
金
計
骨
方
法
ハ
左
ノ
如
シ

第
五
十
九
条

一
金
五
万
円

第
一
種
積
立
金

仰
此
金
貝
ハ
船
舶
ヲ
購
入
シ
叉
ハ
改
造
等
ニ
使
川
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
金
百
分
ノ
五
~
(
営
菜
掲
リ
金
ノ
内
ニ
テ
第
一
種
積
立
令
及
ヒ
年
々
償
却
ス
へ
キ
創
業
費
其
他
一
切
ノ
諸
諸
ヲ
引
去
リ
タ
ル
純
益
金
高
ノ
割
合
)

第
二
種
蔚
立
金

但
此
金
員
ハ
常
業
上
非
常
ノ
担
害
ヲ
為
セ
ジ
場
合
一
一
於
テ
此
会
ヲ
以
テ
其
不
足
ヲ
梢
充
ス
ル
モ
ノ
ト
λ

一
金
若
干
円

但
此
間
合
ハ
毎
季
株
主
総
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
定
ム
へ
シ

一
金
若
干
門

役
員
賞
与
金

株
主
配
当
金

但
第
一
種
第
二
穂
積
立
金
及
ヒ
役
員
賞
与
金
某
他
一
切
ノ
諸
雑
費
等
ヲ
引
去
り
タ
ル
純
益
金
高
ヲ
以
テ
配
当
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

己
の
よ
う
に
「
閣
業
当
時
心
定
款
に
よ
れ
ば
、
積
良
金
主
第
一
積
及
び
第
二
種
に
別
ら
、
第
一
種
積
立
金
額
を
五
万
円
と
な
し
、
以

て
船
舶
白
購
入
改
造
資
金
に
充

τ、
第
二
穂
積
立
金
は
利
益
金
の
内
よ
り
第
一
種
積
立
金
並
に
償
却
金
士
搾
除
し
た
る
純
利
益
金
心
百

分
の
五
を
之
に
充
亡
て
準
備
金
と
な
し
〔
て
い
〕
た
」
が
、
明
治
一
八
年
八
月
七
日
に
開
か
れ
た
臨
時
株
主
総
会
に
沿
い
て
「
諸
償
却

金
と
し
亡
利
益
金
の
百
分
の
一
二
以
上
」
台
よ
ぴ
役
員
賞
与
金
主
控
除
し
残
余
を
も
っ
て
純
益
金
と
し
「
積
立
金
は
純
益
金
白
百
分
白
四

同
り

十
を
以
て
之
に
充
つ
る
己
と
に
改
正
し
た
。
一
〈
定
款
第
六
十
条
)

同
て
し
て
、
さ

b
に
「
明
治
十
九
年
一
一
月
定
式
総
会
-
一
於
テ
定
款
加
除



改
T

と
さ
れ
、

「
利
益
金
計
算
法
左
ノ
通
」
り
と
な
っ
た
。

一
金
若
干
円

利

主左

金

内
金
百
分
ノ
一
一
以
上

諸
償
却
金

金金
』ヒ但 r へ百
内株タ布分
「此主ノレニノ

ノ残項四
回 高 ヲ 拾
当エ控以
年 対 除 上
五ジノシ
介、~

以百
下分
ノノ

時十

株
主
総
会役積
ノ員立
決 賞 金
議与
ヲ金
以
フ

更

割
合
ヲ
jE 
i、

シ

十
分
ノ
三

臨
時
慰
労
比
賞
与
ノ
手
当
ニ
供
フ

十
分
ノ
二

E
副
頭
取
々
締
役
ノ
交
際
費
一
一
充
ツ

十
分
ノ
五

諸
役
員
賞
与

メ

義
引
残
金
若
干
円

純
益
金
株
主
配
均

明
治
一
七
年
後
半
季
か
ら
同
一
九
年
前
半
季
ま
で
の
「
利
益
金
配
当
割
合
」
を
第
五
表
は
示
し
℃
い
る
が
、
モ
乙
に
お
け
る
「
諸
償

却
金
」
に
船
舶
の
減
価
償
却
が
含
ま
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
。
た
し
か
に
『
大
阪
商
船
株
式
会
社
五
十
年
史
』
に
は

「
船
舶
減
価
定
例
償
却
金
が
開
業
当
初
諸
償
却
と
し
て
利
益
金
の
百
分

ω
三
以
上

ω
控
除
の
一
中

K
包
含
さ
れ
」
て
い
た
、
と
書
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
は
、
と
り
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。
筆
者
が
調
べ
た
と
己
ろ
に
よ
れ
ば
、

「
諸
償
却
金
」
に
は
船
舶
減
価

円
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
件
成
過
程
(
そ
の
四
〉

第
九
O
巻

。

第
一
二
号

京
五



.第五表 大阪商船会社1利 益金配当割合」

.期

籏

閥

立 金

詰 償 却 金

役員賞与金

配 当 金

後手繰越金

利 益 金

明 治17年 後1=FI18年 有丁丁半 季

明 治..
17.5.1～ 工旦,31

円
O

D

O

43,164.322

7,562.589

50,726.91/

18.1.1～6.30

円

20,000.000

7,568.004

2,000.000

36,435,501

2,/21.979

68,125.484

18年 後半季

18.7.ユ ～12.31

円
24,567.520

2,300,0Qり

6,850.000

35,734ユ83

1,ユ17.097

70,568.800

19年 前半 季

19.1.1～6.30

円29

,384.878

2♪203.866

4,187.345

38,763.060

40ユ43

74,579.292

明 治19年11月12日 に農 商 務 ・逓 信 の両 大 臣 へ提 出 した 船舶 改 良 「御 保 護筋

ノ俄,付 拝 願 習'」に附 され て いた 「第 弐 号収 支統 計表 」(『法 規 分 類 大 全 第一

・絢司』 運 斬『「ヨ10
,p.161.)よ りo

第ノく表 大阪商船会社 「将来収支予算表」 中の 「利益金配当割合」

政府 へ 返..ヒ金 積 立

船価百 七†九万七千円 二対 スル三第一 種 新 造船 積金
十分 ノー弱

弟 」 桓 保 険 積 金 同上 二対 スル 自分 ノ二五弱

弟三 種 大 修 繕 積 金 同上 二対スル六1.分 ノー弱

諸 償 却 金

十五万八千六百五十円二対 スル年特 約 株 主 配 当 金
一割二 分

通常株主配当金及役員賞 与

利 益 金

円

30,000.000

60,000.000

50,000.000

30,000.000

3,600.000

ユ9,038.000

ユ1,633.000

204,271.518

1.法規 分類 大全 第 一 編 』 運 輸 門10,p.162,

第
九
〇
巻

二
〇

二

第
三
号

五
六



償
却
は
合
ま
れ
ず
、
創
業
費
あ
よ
び
地
所
家
屋
の
償
却
が
計
上
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
明
治
一
八
年
後
半
季
の
「
利

@
 

益
配
当
計
算
ー
に
お
け
る
二
、
三

O
O円
の
「
諸
償
却
金
」
は
「
創
業
費
及
ヒ
地
所
家
屋
償
却
L

で
あ
る
。
士
た
、
明
治
一
九
年
一

月
一
二
日
に
農
商
務
大
臣
・
逓
信
大
臣
へ
提
出
し
た
船
舶
改
良
「
御
保
護
筋
ノ
儀
一
一
付
拝
願
圭
己
に
は
「
御
保
護
ノ
恩
一
一
浴
シ
テ
全
ク

船
舶
改
良
ノ
目
的
フ
達
シ
得
ル
暁
ハ
・
株
主
ノ
利
益
配
当
市
巳
ニ
止
メ
九
大
一
一
各
種
ノ
積
金
ヲ
厚
ア
シ
尚
か
進
ン
テ

t
下
一
層
ノ
促

利
相
関
リ
度
粘
神
一
一
有
之
候
其
予
算
ハ
第
三
号
表
〆
如
川
」
と
い
う
個
所
が
あ
る
が
、
乙
の
「
第
参
号
将
来
収
支
予
算
表
」
の
「
利
益

配
当
割
合
」
を
み
て
み
る
と
(
第
六
表
参
照
)
、
そ
こ
で
も
「
諸
償
却
金
」
は
船
舶
減
価
補
填
積
金
に
相
当
す
る
「
第
一
組
新
指
船
積
金
」

政府作成の大阪商船長社「収支予算書j

巾の利益金分配計百

第七表

〔
収
支
〕
差
引
金
二
十
万
四
千
四
百
九
十
九
円
九
十
八
銭
八
匡

一
企
八
万
円

成

金

助

合
計
金
二
十
八
万
凹
千
四
百
九
十
九
円
九
十
八
銭
八
厘

内
金
七
万
二
千
円

帯
一
程
竹
本
険
積
令

金
九
万
円

第
二
程
修
繕
費
税
企

金
七
万
二
千
円

第
三
租
減
仙
引
除
企

金
三
千
円

創
業
担
償
却

金
五
百
円

地
所
家
匡
等
所
有
物
航
却

小
計
金
二
十
一
一
万
七
千
五
百
円

差
引
金
四
万
六
千
九
百
九
十
九
円
九
十
八
銭
八
厘

純

主主

日
本
梅
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
和
(
そ
の
凶
)

第
九
G
巻

「本表収支ハ談社開長以米二筒年余J:数ノ平均

ニヨり 3平山シ積立金 J 、維付船価ヲ百八十万円ト仮

定シ之ニメJシ第一保険杭金持三減価引除金各凹分

)γ第二倍繕費針金ヲ五分トシテ揖出セツモノナ

リJcr法制分類大全第一耐l述輸門10，p. 155.) 

。

五
七

第
一
一
ぢ



日
本
権
運
菜
に
甘
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四
)

第
九

O
巻

。
四

第
三
号

五
ノ1

と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
亡
い
た
。
さ
ら
に
、

「
大
阪
商
船
会
社
航
海
補
助
金
下
付
」
を
百
市
議
す
る
た
め
明
治
二

O
年
三
月
二
四
日
に
良

商
務
逓
信
阿
引
か
ら
閣
議
へ
提
出
さ
れ
た
「
該
社
収
支
予
算
宝
己
中
心
利
益
金
分
配
計
画
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
〈
第
七
表
参
照
)
、

三与
し

こ
に
お
い
て
も
諸
償
却
金
を
構
成
す
る
「
創
業
費
償
却
」
と
「
地
所
家
庭
等
所
有
物
償
却
」

と
は
「
第
三
顧
〔
船
舶
〕
減
価
引
除
金
」

か
ら
明
瞭
に
区
分
計
上
さ
れ
亡
い
た
。

以
上
白
考
祭
か

b
わ
か
る
よ
う
に
、
大
阪
商
船
会
社
で
は
、
創
業
費
と
家
屋
白
減
価
償
却
は
開
業
の
翌
年
す
な
わ
ち
明
治
一
八
年
か

ら
は
じ
め
ら
れ
た
の
に
、
船
舶
の
減
価
償
却
は
明
治
一
九
年
に
な
っ
て
も
ゐ
こ
な
わ
れ
な
か
フ
た
。
そ
し
て
、
明
治
二
一
年
に
は
じ
ま

る
船
舶
改
良
助
成
余
の
交
付
を
契
機
と
し
て
よ
う
や
く
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
己
の
間
白
事
情
を
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
当
社
は
明

治
一
九
年
二
主
二
日
に
政
府
へ
叩
置
し
た
「
明
治
二
十
年
ヨ
リ
向
十
箇
年
同
年
々
金
十
万
円
宛
ノ
御
柿
酢
下
利
願
書
へ
μ
い
し
た

第
三
号
表
で
、
新
造
船
積
立
と
し
て
「
船
価
庁
七
|
九
万
七
千
円
一
一
対
ス
ル
一
二
十
分
ノ
一
弱
」
に
相
当
す
る
六

O
、

0
0
0円
を
訂
上

す
る
予
算
を
作
成
し
て
い
た
(
第
六
表
参
照
)

G

白
し
、
他
方
「
維
持
船
価
フ
百
八
十
万
円
ト
仮
定
グ
之
ニ
対

Y
-
減
価
引
除
金
・
四
分
」
す
な
わ
ち
「
七
万
二
千
円
」
主
計
上

と
れ
に
た
い
し
、
当
初
政
府
は
「
航
海
補
助
費
ト

γ
テ
向
八
何
年
同
年
額
八
万
円
ヲ
下

さ
せ
る
計
画
を
立
て
て
い
た
一
一
第
七
表
参
照
)
が
、
船
舶
改
良
助
成
に
つ
い
て
は
「
大
蔵
大
臣
へ
協
議
候
処
二
十
年
度
ハ
円
以
平
下
筑
決
定

9
 

一
一
付
来
二
十
一
年
度
ヨ
リ
向
八
箇
年
間
年
々
五
万
円

JM下
付
ノ
積
リ
」
と
変
り
、
モ
れ
が
決
定
す
る
と
と
も
に
、
明
治
二

O
午
八
月
六

日
付
を
も
っ
て
「
命
令
書
」
を
下
付
し
て
、
モ
の
第
七
条
と
し
て
、
減
価
償
却
金
治
上
び
保
険
・
修
繕
費
丙
積
金
へ
の
年
々
の
繰
入
制

最
小
限
度
に
関
し
て
は
当
初
の
政
府
案
を
変
更
せ
ず
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
令
し
た
。

第
七
条

某
会
社
ハ
収
入
金
ノ
内
ヨ
リ
通
常
海
陸
経
費
井
一
一
船
舶
維
持
ノ
為
メ
左
記
ノ
金
額
ヲ
控
除
γ
自
余
ヲ
以
純
益
金
ト
為
ス
ヘ
シ

第
一
種
保
険
積
金



船
船
保
険
準
備
ト
シ
テ
一
筒
町
一
一
日
刊
廿
叫
ん
同
制
ノ
船
舶
維
持
船
価
ヲ
百
八
十
万
円
ト
仮
定
シ
之
ニ
対
と
日
分
ノ
四
ヨ
り
少
カ
ラ
ム
γ

ル
額
ヲ
積
立
ツ
へ
シ

第
二
都
修
精
費
税
金

船
舶
修
繕
噴
及
新
船
製
造
ノ
準
備
ト

γ
テ
一
筒
年
一
一
付
前
同
断
百
分
ノ
五
ヨ
り
少
カ
ラ
サ
ル
額
ヲ
積
立
ツ
へ
シ

第
三
極
減
価
償
却
金

胴

船
舶
年
ヲ
迩
テ
共
価
ヲ
減
ス
ル
カ
故
↑
二
筒
年
一
一
利
前
向
断
百
分
ノ
四
ヨ
り
少
カ
ラ
十
ル
額
ヲ
一
五
佃
ノ
償
却
一
一
査
一
ア
へ
シ

モ
し
て
、
明
治
二

O
午
九
月
一

O
日
と
一

一
日
目
臨
時
株
主
総
会
に
沿
い
て
、
さ
き
に
交
付
さ
れ
た
命
令
書
に
も
と
ず
き
大
改
正
さ

れ
ハ
活
折
省
へ
山
部
可
巾
請
を
し
た
と
こ
ろ
若
平
補
正
さ
れ
た
た
め
、
一
一
凡
六
日
に
ふ
た
た
び
陥
時
株
主
給
金
女
聞
き
、
逓
官
大
和
白
指
令
通
り
決
定
L
)

た
定
款
に
位
、
第
五
十
四
条
と
し
て
命
令
書
第
七
条
に
そ
っ
た
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

第
五
十
四
条

当
会
社
一
期
パ
毎
年
一
月
ヨ
リ
十
二
月
ニ
至
ル

l
第
五
十
二
条
〕
勘
定
ハ
総
収
入
額
ヨ
リ
航
海
技
俸
給
其
他
一
切
ノ
諸
経
免
ヲ
引
去

リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
利
佳
ト
シ
又
比
品
川
ヨ
リ
一
二
種
ノ
積
立
金
請
償
却
金
及
ヒ
役
員
賞
与
金
フ
除
去
シ
タ
ル
残
高
ヲ
以
テ
純
益
ト
シ
株
主
ノ
配
当
ニ
充
ジ

其
計
昨
方
法
左
ノ
釦
シ

一
、
金
若
干
円

利

益

金

内
一
、
百
八
拾
方
円
ュ
対
ス
ル
百
分
ノ
回
以
上

第
一
種
汽
船
保
険
積
立
金

同

百
分
ノ
五
以
上

第
三
種
汽
船
修
繕
新
造
積
一
止
企

同

第
三
種
汽
船
減
価
償
却
積
止
金

但
明
治
ニ
イ
一
年
ヨ
リ
同
二
十
七
年
目
一
至
ル
七
ヶ
年
間
汽
船
改
良
期
限
中
ハ
前
三
一
項
ノ
外
尚
ホ
一
ヶ
年
金
事
万

O
九
百
八
恰
巷
円
四
捨
七
銭
参

百
分
ノ
四
以
上

羽
本
揮
運
業
に
お
け
る
減
側
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四
〕

第
九

O
巻

。
五

第

五
J九



目
本
梅
運
業
に
お
け
る
減
価
似
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
四
)

第
九

O
巻

。
フミ

第
三
苛

六
〈
U

厘
ヲ
積
立
テ
造
船
資
金
一
一
光
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
当
期
利
益
金
ニ
対
ス
ル
百
分
ノ
一
以
と

諸
償
却
金

、

(
右
四
項
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
高
一
一
対
ス
ル
)
百
分
ノ
十

但
株
王
ノ
配
当
年
七
草
未
満
ノ
時
ハ
株
主
総
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
定
ニ
割
合
ヲ
定
ム
ヘ
シ

役
員
賞
与
金

止じ
内
訳

十
分
ノ
三

臨
時
慰
労
及
ヒ
賞

7
ノ
手
当

十
八
刀
ノ

正
副
頭
取
取
締
役
ノ
交
際
費

十
分
/
五

出
役
員
ノ
賞
与

〆差
引
民
自
金
若
干
円

f市

益

金制

右
白
定
款
五
十
四
条
は
、

第
八
表
に
整
理
し
て
示
し
た
よ
う
に

モ
の
後
明
治
二
八
年
七
月
三

O
日
士
で
三
回
改
正
さ
れ
〈
そ
れ
以

金
を
船
舶
川
原
怖
の
百
升
の
一

「
昭
和
三
年
三
月
五
日
」
に
第
一
一
卜
八
条
と
し
て
「
船
舶
保
険
積
立
金
を
現
存
船
仙
に
対
す
る
百
分
の
一
・
二
五
以
上
、
船
舶
修
繕
杭
立

司

。

七
五
以
上
と
な
」
す
ま
で
ね
続
L
〕
た
が
、
「
社
船
の
必
然
的
或
は
偶
然
的
に
発
生
す
る
減
価
を
煩
祈
す
る
た

後
は
安
定
し
、

め
に
、
毎
期
の
営
業
収
支
差
引
利
益
金
上
り
船
舶
価
格
に
対
す
る
定
款
規
定
の
率
を
以
て
算
出
し
て
控
除
す
る
処
心

同
開

却
A
1

・
船
舶
保
険
積
立
金
及
び
船
舶
修
繕
積
立
金
'
へ
の
繰
入
額
と
そ
れ
ら
を
合
計
し
た
「
船
舶
粧
持
費
」
の
推
移
を
た
ど
る
と
、
第

船
舶
減
価
償

九
表
の
と
ゐ
り
で
あ
る
。
な
わ
、
船
舶
白
減
何
償
却
は
、
そ
り
償
却
基
準
価
格
を
明
治
二
一
年
に
は
じ
ま
っ
て
か
ら
数
年
間
す
な
わ
ち

明
治
二
八
年
の
定
款
改
正
士
で
は
実
際
白
「
総
船
価
」
か
ら
は
な
れ
た
仮
定
上
の
「
維
持
船
価
」
に
お
い
て
い
た
等
の
問
越
は
あ
る
に

し
て
も
、
「
船
舶
使
用
期
間
を
二
卜
五
年
と
し
て
船
価
を
償
却
し
了
る
こ
と
主
標
準
と
し
て
屈
」
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。



第 八表 大阪商船〔株式〕会祉の「船嗣維持費」割合
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会青1"由聞が，明治26年 7月 1日施行の旧商法中の会社法にもとずく 12月
17日の大改正で，ふたたび l月-6月 7月-12月と前後半期に分れたの
で，こり時以後の割合は半乍ごとのも心である。

『大阪商品目株式会社五十年史jpp， 525-526， 599， 618-620， 848による

日
木
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
。
生
成
過
程
(
そ
り
四
) 大阪商船〔株式〕会社における「船舶維持費」の推移

額恒型主空三竺
96千円

102 

279 

百tI~~~~~I '年 度 船舶維持費
船舶減価償却金|保障積金繰

明治21午 179，395円 72千円 11下戸

22 197，277 

23 180，197 

24 214，756 

25 178，428 

26 192，452 60 30 

27 305，906 

28 560，000 

29 424，000 

30 431，006 

31 636，500 108 249 

32 755，500 

33 930，000 

34 1，050，000 

35 1，101，000 

36 1，14R，O口口 388 360 

第九者

『大阪商船株式会社五十年史Jpp， ，日1，847 による。
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。
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い
木
海
運
業
に
お
け
る
減
州
航
却
の
山
叶
↑
成
過
担
〔
そ
の
円
)

第
九

O
巻

。
ノ一、

第
三
サ

寸
大
阪
商
船
株
式
会
社

4
i
年
史
」
附
和
九
年
、
一
一
-
五
五
。

前
崎
否
、
四
六
心
瓦
。

「
十
八
年
上
半
期
に
就
き
て
見
る
に
、
汽
船
株
は
二
千
七
百
三
十
八
株
へ
株
金
十
三
万
六
千
九
百
円
)
を
増
し
て
、
二
万
一
一
千
七
百
二
卜
五

株
(
株
金
百
十
コ
万
六
千
一
百
五
十
円
)
と
な
っ
た
。
川
〈
の
如
く
汽
船
株
を
附
加
せ
し
は
中
村
新
次
郎
〔
京
都
〕
及
び
岩
崎
甚
之
副
(
兵
蝉
〕
よ

り
購
入
せ
し
九
支
の
船
舶
に
対
し
て
汽
船
株
を
交
什
せ

L
結
果
で
あ
る
。
」
八
日
間
掲
書
、
四
六

O
頁
)

ω
前
倒
書
、
五
六
四
頁
。

川W

仙
柑
車
、
抗
七
七
!
石
七
八
山
υ

同
y

山
崎
在
、
五
一
一
五
瓦
。

川
判
前
掲
ι

一
日
、
八
四
八
頁
。

例

前

掲

J

m

、
4
二
五
日
。

明
治
一
八
年
八
川
口

H
の
定
説
改
証
で
は
、
第
ハ
十
条
(
利
抗
生
計
割
方
法
)
と
し
て
「
諸
償
却
金
・
役
員
賞
ケ
企
積
立
金
及
ピ
株
主
配
当
金

ノ
剖
人
H

7

改
正
」
〈
前
掲
帯
、
六
一
主
宜
〉
し
た
が
、
こ
の
場
A
H
の
世
且
賞
与
金
お
よ
び
株
主
配
当
来
の
割
什
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
入
手
で
き

な
か
っ
た
。

(2) (1) 

ιぉ
、
筆
者
の
手
許
に
あ
る
大
胆
商
船
会
社
日
=
同
主
際
槻
告
n
(
「
明
治
十
八
年
後
半
平
・
山
七
月
一
日
主
十
一
川
叶
一
日
一
ハ
ケ
月
」
明
治
一

九
午
二
月
〉
に
よ
る
と
、
「
明
治
十
八
年
八
月
じ
日
臨
時
総
会
ヲ
聞
キ
」
(
一
頁
)
「
利
益
計
調
ノ
方
法
改
正
ノ
事
」
つ

E
)
等
を
決
議
し
、

こ
り
「
臨
時
会
ノ
決
尚
一
一
位
リ
定
款
削
除
改
正
ノ
義
ヲ
府
庁
エ
胤
山
テ
八
月
廿
一
日
其
認
可
ヲ
制
タ
」
(
三
回
頁
)
が
、
「
本
年
上
半
季
ニ
係
ル

利
純
金
ノ
計
計
法
ハ
総
会
ι
於
テ
刊
一
一

w」
手
一
限
リ
相
定
メ
タ
ル
ヲ
以
テ
其
宵
府
庁
ヱ
則
問
テ
人
月
七
日
認
可
ヲ
得
タ
。
」
(
同
氏
)

そ
れ
を
つ
ぎ
に
か
か
げ
て
お
こ
う
(
サ
四

l
廿
王
一

i
y

利
益
金
配
当
日
算
之
が

一
企
七
万

O
五
百
六
拾
八
円
八
桁
銭

内
一
生
弐
千
三
百
円

矛1)

益

金

創
業
山
日
及
ヒ
地
所
家
屋
償
却



一
金
六
千
八
百
五
拾
円

差
引
残
金
六
万
千
間
百
拾
八
円
八
拾
銭

ヨP
 

A

正
式
万
凶
ィ
寸
五
百
六
愉
七
円
五
拾
弐
鉱

(
以
下
「
配
当
金
」
「
後
手
ノ
繰
越
金
」
略
〉

大
以
前
船
会
社
一
第
三
回
決
際
報
告
ト
折
込
。

寸
大
阪
商
船
株
式
会
社
五
十
年
史
』
八
同
八
百
ω

大
以
向
船
会
社
可
第
一
ニ
凶
史
際
報
告
』
一
凶
瓦
。

訟
凪
分
制
州
大
A
A
J
-

運
輸
刊
十
、
一
一
立
七
良
。

山
掲
出
、
一
五
七
五
ω

前
拘
円
、
一
円
六
万

Q

前
掲
内
、
一
同
一
ハ
貝
υ

前
掲
書
、
一
六
六
頁
。

当
初
(
間
前
一
心
年
コ
月
一
一
凶
日
に
)
政
府
が
立
案
し
た
大
限
商
船
去
社
の
船
舶
改
良
「
方
案
二
注
ア
リ
主
ハ
従
前
該
社
一
株
ノ
先
制
五

ト
門
(
融
株
引
百
三
十
冗
万
円
)
ヲ
一
二
十
円
一
一
減
γ

一
株
ニ
刊
三
十
日
ノ
損
失
ハ
株
主
一
般
ニ
負
担
セ
シ
メ
一
川
シ
テ
更
ニ
十
四
万
円
ノ
新
株
ヲ
部

リ
以
テ
造
船
泊
三
一
供
川
↓
ハ
ル
コ
ト
其
二

?
-
J
N今
改
良
ヲ
了
ス
ル
一
一
主
ル
迄
凡
ソ
八
筒
年
間
株
主
一
ノ
配
当
ヲ
伴
メ
其
収
品
戸
部
テ
新
船
製
造
費
ニ

供
川
λ

ル
事
」
(
前
掲
丹
、
一
凹
五

l
一
四
六
日
〉
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
町
船
舶
改
良
宋
に
そ
っ
て
作
成
さ
れ
?
「
浩
船
抗
予
羽
」
(
前

掲
世
、
一
同
六

l
一
五
四
頁
)
に
は
、
新
船
「
製
造
費
ニ
供
ス
へ
キ
金
賀
L

と
し
て
、
第
一
案
に
よ
り
「
五
則
ニ
分
チ
二
筒
年
半
ヲ
以
一
フ
募
集
ヲ
」

す
る
新
株
か
ら

O

「
収
金
」
お
よ
び
(
第
二
宏
に
よ
る
時
は
世
額
)
留
保
さ
れ
る
「
純
純
金
」
の
外
に
、
「
第
一
軒
積
金
」
(
船
舶
保
険
約
金
)
、
「
第

三
都
新
品
」
(
船
舶
減
価
償
却
金
)
「
創
業
費
及
地
所
家
屋
等
償
却
金
」
な

E
が
引
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
昔
日
す
る
必
要
が
あ
る
。
わ
が
悶
で
、

誠
仙
償
却
が
内
部
金
融
要
素
と
し
て
認
減
さ
れ
、
そ
の
再
投
貸
出
設
備
拡
張
〈
こ
こ
で
は
船
舶
拡
充
)
の
た
め
の
内
部
賀
会
と
し
て
計
四
さ
れ
た
の

は
、
お
リ
七
、
b
く
と
れ
が
円
取
初
で
は
な
か
ろ
う
か
ω

(1~ 同制(!~ (11) (lcj (9) (8) 

口
木
沼
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
世
(
そ
の
阿
)

役
員
賞
与
令

純

益

令

事，'i

"fL 

金

節
九

C
巻

。
ブL

第
=
号



日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
仙
償
却
の
生
成
過
程
(
モ
白
岡
)

第
九
つ
巻

。
第

号

六
日

な
お
、
当
初
の
政
府
案
す
な
わ
ち
「
株
金
ヲ
改
正
ス
ル
カ
事
ク
ハ
純
経
企
ノ
配
当
ヲ
停
止
ス
ル
刀
ノ
二
項
ハ
共
ニ
実
行
困
難
」
な
た
め
「
魁
メ
テ

船
制
改
良
資
A
W

ヲ
裕
ナ
ラ
シ
メ
瑚
チ
年
額
4
i

一
万
四
千
余
円
ヲ
毎
年
利
益
金
ヨ
リ
主
刊
セ
シ
メ
七
箇
年
ユ
シ
テ
其
改
良
事
業
ヲ
慈
皆
訣
行
セ
シ
ム
ル

コ
ト
ト
ナ
」
(
前
掲
苫
、
二
ハ
四
百
)
り
、
明
治
二

O
年
八
月
六
日
に
「
命
令
書
」
と
と
も
に
「
其
会
社
船
舶
改
良
問
誰
ノ
儀
許
可
相
成
候
条
改
造

賃
金
支
出
ノ
方
法
ハ
左
ノ
標
準
ニ
拠
リ
著
干
マ
ハ
へ
シ
」
(
前
掲
書
、
二
ハ
七
頁
〉
と
い
う
指
令
が
下
利
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
明
治
「
三
年
ヨ
リ
月

七
箇
年
一
一
分
割
利
読
金
ヨ
リ
支
出
ス
へ
」
き
「
年
額
金
十
二
万
四
千
九
百
八
十
三
円
四
十
七
銭
三
屈
」
の
「
内
金
九
万
四
千
円
是
ハ
船
舶
改
良

如
何
一
一
保
ハ
ラ
ス
半
官
船
舶
ヲ
維
持
ス
ル
ユ
必
要
ナ
ル
保
険
積
金
及
減
価
償
却
金
ノ
年
額
十
四
万
四
千
円
ノ
内
二
十
一
年
ヨ
リ
向
八
筒
年
間
ハ
助
成

金
五
万
円
ヲ
下
村
マ
ハ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
除
算
ジ
本
額
ハ
刺
益
金
ヨ
リ
積
立
改
良
費
ニ
充
テ
ヘ
キ
高
ナ
リ
」
(
前
掲
持
、
一
六
八
頁
)
と
い
う
減
価
償
却

の
再
投
資
計
画
が
、
大
阪
商
船
会
社
宛
指
令
さ
れ
た
。

制
『
大
阪
商
船
株
式
会
社
五
中
年
史
」
五
九
一
五
九
三
一
頁
ロ

肋
前
掲
書
、
五
二
六
五
。

倒
的
掲
書
、
八
四
六

E
O

M
W

前
掲
問
、
八
四
八
良
。

(
次
摘
で
は
『
明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
紬
舶
の
減
何
償
却
』
を
と
り
あ
げ
、
未
完
の
ま
ま
と
じ
て
し
ま
っ
た
)

本
稿
の
補
足
を
す
る
予
定
で
あ
る
c


